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協議項目 ２５  公社・第三セクター等の取扱い 

 

・石狩市公務サービス株式会社及び厚田村公務サービス株式会社については、現行のとお

りとし、合併後に新市において統廃合等の働きかけなどについて検討するものとする。

・株式会社石狩振興公社については、現行のとおりとする。 

・石狩市土地開発公社は、合併時までに債権債務を厚田村土地開発公社から引継ぎ、厚田

村土地開発公社は解散するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協 議 調 書 

（ 総 括 表 ） 

協議項目 ２５ 公社・第三セクター等の取扱い 所  管 合併協議会事務局 

調整の内容 

・石狩市公務サービス株式会社及び厚田村公務サービス株式会社については、現行のとおりとし、合併後に新市において統廃合等の働きかけ

などについて検討するものとする。 

・株式会社石狩振興公社については、現行のとおりとする。 

・石狩市土地開発公社は、合併時までに債権債務を厚田村土地開発公社から引継ぎ、厚田村土地開発公社は解散するものとする。 

 １．本協議項目において協議する公社・第三セクター等（第１１回現況調書１ページ参照） 

 

 ２．各種事務事業の取扱いの中で協議が終了している公社・第三セクター等（第１１回現況調書２～３ページ参照）  

公社・第三セクター等名 具体の取扱い 

 石狩市公務サービス株式会社 

 厚田村公務サービス株式会社 
現行のとおりとし、合併後に新市において統廃合等の働きかけなどについて検討するものとする。 

公社・第三セクター等名 具体の取扱い 備考（協議会確認） 

 株式会社石狩振興公社 現行のとおりとする。 第６回協議会確認(商工業関係) 

石狩市土地開発公社 

厚田村土地開発公社 

合併時までに石狩市土地開発公社は、厚田村土地開発公社から債権債務を引継ぎ、厚田村

土地開発公社は解散するものとする。 
第７回協議会確認(建設関係) 

 


